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「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」・現行規定対照条文（３） 

――第３編（契約）第５２１条から第６９６条まで―― 

 

＊１ 中間試案において主な検討対象とされている民法の規定は，次のとおりです。 

第１編（総則） 第９０条から第１７４条の２まで 

第３編（債権） 第３９９条から第６９６条まで 

中間試案では，上記の民法の規定に関して，現時点で改正が検討されている項目

のみを取り上げており，特に言及していない規定は維持することが想定されていま

す。 

２ ポケ六通信では，特定の条文の改正に言及している場合は当該条文に，特定の条

文とは直接かかわらない場合及び複数の条文にまたがった改正項目の場合は，補充

見出しを建てて（■）整理しました。 

３ この配列はポケ六通信管理者において行ったものです。また，〔 〕はポケ六通信

管理者において挿入した注記です。 

 

 

第二章 契約 

第一節 総則 

■第 26 契約に関する基本原則等 

１ 契約内容の自由 

契約の当事者は，法令の制限内において，自由に契約の内容を決定することができ

るものとする。 

２ 履行請求権の限界事由が契約成立時に生じていた場合の契約の効力 

契約は，それに基づく債権の履行請求権の限界事由が契約の成立の時点で既に生じ

ていたことによっては，その効力を妨げられないものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

３ 付随義務及び保護義務 

(1) 契約の当事者は，当該契約において明示又は黙示に合意されていない場合であっ

ても，相手方が当該契約によって得ようとした利益を得ることができるよう，当該

契約の趣旨に照らして必要と認められる行為をしなければならないものとする。 

(2) 契約の当事者は，当該契約において明示又は黙示に合意されていない場合であっ

ても，当該契約の締結又は当該契約に基づく債権の行使若しくは債務の履行に当た

り，相手方の生命，身体，財産その他の利益を害しないために当該契約の趣旨に照

らして必要と認められる行為をしなければならないものとする。 

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。 



2 
 

４ 信義則等の適用に当たっての考慮要素 

消費者と事業者との間で締結される契約（消費者契約）のほか，情報の質及び量並

びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契約に関しては，民法第１条第２項及

び第３項その他の規定の適用に当たって，その格差の存在を考慮しなければならない

ものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。また，「消費者と事業者との間

で締結される契約（消費者契約）のほか，」という例示を設けないという考え方が

ある。 

■第 27 契約交渉段階 

１ 契約締結の自由と契約交渉の不当破棄 

契約を締結するための交渉の当事者の一方は，契約が成立しなかった場合であって

も，これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。ただし，

相手方が契約の成立が確実であると信じ，かつ，契約の性質，当事者の知識及び経験，

交渉の進捗状況その他交渉に関する一切の事情に照らしてそのように信ずることが相

当であると認められる場合において，その当事者の一方が，正当な理由なく契約の成

立を妨げたときは，その当事者の一方は，これによって相手方に生じた損害を賠償す

る責任を負うものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

２ 契約締結過程における情報提供義務 

契約の当事者の一方がある情報を契約締結前に知らずに当該契約を締結したために

損害を受けた場合であっても，相手方は，その損害を賠償する責任を負わないものと

する。ただし，次のいずれにも該当する場合には，相手方は，その損害を賠償しなけ

ればならないものとする。 

(1) 相手方が当該情報を契約締結前に知り，又は知ることができたこと。 

(2) その当事者の一方が当該情報を契約締結前に知っていれば当該契約を締結せず，

又はその内容では当該契約を締結しなかったと認められ，かつ，それを相手方が知

ることができたこと。 

(3) 契約の性質，当事者の知識及び経験，契約を締結する目的，契約交渉の経緯その

他当該契約に関する一切の事情に照らし，その当事者の一方が自ら当該情報を入手

することを期待することができないこと。 

(4) その内容で当該契約を締結したことによって生ずる不利益をその当事者の一方に

負担させることが，上記(3)の事情に照らして相当でないこと 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

第一款 契約の成立 
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■第 28 契約の成立 

１ 申込みと承諾 

(1) 契約の申込みに対して，相手方がこれを承諾したときは，契約が成立するものと

する。 

(2) 上記(1)の申込みは，それに対する承諾があった場合に契約を成立させるのに足り

る程度に，契約の内容を示したものであることを要するものとする。 

（承諾の期間の定めのある申込み） 

第五二一条① 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 

② 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、そ

の申込みは、その効力を失う。 

２ 承諾の期間の定めのある申込み（民法第５２１条第１項・第５２２条関係） 

(1) 民法第５２１条第１項の規律を改め，承諾の期間を定めてした契約の申込みは，

申込者が反対の意思を表示した場合を除き，撤回することができないものとする。 

（承諾の通知の延着） 

第五二二条① 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した

場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであること

を知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発

しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでな

い。 

② 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内

に到達したものとみなす。 

２ 承諾の期間の定めのある申込み（民法第５２１条第１項・第５２２条関係） 

(2) 民法第５２２条を削除するものとする。 

（遅延した承諾の効力） 

第五二三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 

（承諾の期間の定めのない申込み） 

第五二四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知

を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 

３ 承諾の期間の定めのない申込み（民法第５２４条関係） 

民法第５２４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 承諾の期間を定めないでした申込みは，申込者が承諾の通知を受けるのに相当な

期間を経過するまでは，撤回することができないものとする。ただし，申込者が反

対の意思を表示したときは，その期間内であっても撤回することができるものとす

る。 
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(2) 上記(1)の申込みは，申込みの相手方が承諾することはないと合理的に考えられる

期間が経過したときは，効力を失うものとする。 

（注）民法第５２４条の規律を維持するという考え方がある。 

■４ 対話者間における申込み 

(1) 対話者間における申込みは，対話が終了するまでの間は，いつでも撤回すること

ができるものとする。 

(2) 対話者間における承諾期間の定めのない申込みは，対話が終了するまでの間に承

諾しなかったときは，効力を失うものとする。ただし，申込者がこれと異なる意思

を表示したときは，その意思に従うものとする。 

（申込者の死亡又は行為能力の喪失） 

第五二五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相

手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 

５ 申込者及び承諾者の死亡等（民法第５２５条関係） 

民法第５２５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し，意思能力を喪失した常況にある者と

なり，又は行為能力の制限を受けた場合において，相手方が承諾の通知を発するま

でにその事実を知ったときは，その申込みは，効力を有しないものとする。ただし，

申込者が反対の意思を表示したときには，この限りでないものとする。 

(2) 承諾者が承諾の通知を発した後に死亡し，意思能力を喪失した常況にある者とな

り，又は行為能力の制限を受けた場合において，その承諾の通知が到達するまでに

相手方がその事実を知ったときは，その承諾は，効力を有しないものとする。ただ

し，承諾者が反対の意思を表示したときには，この限りでないものとする。 

（隔地者間の契約の成立時期） 

第五二六条① 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 

② 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約

は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 

６ 契約の成立時期（民法第５２６条第１項・第５２７条関係） 

(1) 民法第５２６条第１項を削除するものとする。 

（注）上記(1)については，民法第５２６条第１項を維持するという考え方がある。 

（申込みの撤回の通知の延着） 

第五二七条① 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、

通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができると

きは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 
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② 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 

６ 契約の成立時期（民法第５２６条第１項・第５２７条関係） 

(2) 民法第５２７条を削除するものとする。 

（申込みに変更を加えた承諾） 

第五二八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、

その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 

（懸賞広告） 

第五二九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者（以下この款におい

て「懸賞広告者」という。）は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 

７ 懸賞広告 

懸賞広告に関する民法第５２９条から第５３２条までの規律を基本的に維持した上

で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第５２９条の規律に付け加えて，指定した行為をした者が懸賞広告を知らな

かった場合であっても，懸賞広告者は,その行為をした者に対して報酬を与える義務

を負うものとする。 

(2) 懸賞広告の効力に関する次の規律を設けるものとする。 

ア 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めた場合において，当該期間内

に指定した行為が行われなかったときは，懸賞広告は，その効力を失うものとす

る。 

イ 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めなかった場合において，指定

した行為が行われることはないと合理的に考えられる期間が経過したときは，懸

賞広告は，その効力を失うものとする。 

（懸賞広告の撤回） 

第五三〇条① 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がな

い間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、そ

の広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 

② 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によ

って撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対し

てのみ、その効力を有する。 

③ 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放

棄したものと推定する。 

(3) 民法第５３０条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 懸賞広告者は，その指定した行為をする期間を定めた場合には，その懸賞広告

を撤回することができないものとする。ただし，懸賞広告者がこれと反対の意思
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を表示したときは，懸賞広告を撤回することができるものとする。 

イ 懸賞広告者は，その指定した行為をする期間を定めなかった場合には，その指

定した行為を完了する者がない間は，その懸賞広告を撤回することができるもの

とする。 

ウ 懸賞広告の撤回は，前の広告と同一の方法によるほか，他の方法によってする

こともできるものとする。ただし，他の方法によって撤回をした場合には，これ

を知った者に対してのみ，その効力を有するものとする。 

（懸賞広告の報酬を受ける権利） 

第五三一条① 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者の

みが報酬を受ける権利を有する。 

② 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有

する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこ

れを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 

③ 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 

（優等懸賞広告） 

第五三二条① 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報

酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有す

る。 

② 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた

者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 

③ 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 

④ 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 

第二款 契約の効力 

■第 29 契約の解釈 

１ 契約の内容について当事者が共通の理解をしていたときは，契約は，その理解に従

って解釈しなければならないものとする。 

２ 契約の内容についての当事者の共通の理解が明らかでないときは，契約は，当事者

が用いた文言その他の表現の通常の意味のほか，当該契約に関する一切の事情を考慮

して，当該契約の当事者が合理的に考えれば理解したと認められる意味に従って解釈

しなければならないものとする。 

３ 上記１及び２によって確定することができない事項が残る場合において，当事者が

そのことを知っていれば合意したと認められる内容を確定することができるときは，

契約は，その内容に従って解釈しなければならないものとする。 

（注）契約の解釈に関する規定を設けないという考え方がある。また，上記３のような
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規定のみを設けないという考え方がある。 

■第 30 約款 

１ 約款の定義 

約款とは，多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項

の総体であって，それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するも

のをいうものとする。 

（注）約款に関する規律を設けないという考え方がある。 

２ 約款の組入要件の内容 

契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し，かつ，その約款を準備した

者（以下「約款使用者」という。）によって，契約締結時までに，相手方が合理的な行

動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されている場合には，約款は，

その契約の内容となるものとする。 

（注）約款使用者が相手方に対して，契約締結時までに約款を明示的に提示すること

を原則的な要件として定めた上で，開示が困難な場合に例外を設けるとする考え

方がある。 

３ 不意打ち条項 

約款に含まれている契約条項であって，他の契約条項の内容，約款使用者の説明，

相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし，相手方が約款

に含まれていることを合理的に予測することができないものは，前記２によっては契

約の内容とはならないものとする。 

４ 約款の変更 

約款の変更に関して次のような規律を設けるかどうかについて，引き続き検討する。 

(1) 約款が前記２によって契約内容となっている場合において，次のいずれにも該当

するときは，約款使用者は，当該約款を変更することにより，相手方の同意を得る

ことなく契約内容の変更をすることができるものとする。 

ア 当該約款の内容を画一的に変更すべき合理的な必要性があること。 

イ 当該約款を使用した契約が現に多数あり，その全ての相手方から契約内容の変

更についての同意を得ることが著しく困難であること。 

ウ 上記アの必要性に照らして，当該約款の変更の内容が合理的であり，かつ，変

更の範囲及び程度が相当なものであること。 

エ 当該約款の変更の内容が相手方に不利益なものである場合にあっては，その不

利益の程度に応じて適切な措置が講じられていること。 

(2) 上記(1)の約款の変更は，約款使用者が，当該約款を使用した契約の相手方に，約

款を変更する旨及び変更後の約款の内容を合理的な方法により周知することにより，

効力を生ずるものとする。 
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５ 不当条項規制 

前記２によって契約の内容となった契約条項は，当該条項が存在しない場合に比し，

約款使用者の相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を加重するものであって，そ

の制限又は加重の内容，契約内容の全体，契約締結時の状況その他一切の事情を考慮

して相手方に過大な不利益を与える場合には，無効とするものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 

（同時履行の抗弁） 

第五三三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自

己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、こ

の限りでない。 

■第 33 不安の抗弁権 

双務契約の当事者のうち自己の債務を先に履行すべき義務を負う者は，相手方につ

き破産手続開始，再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったことその他の事由

により，その反対給付である債権につき履行を得られないおそれがある場合において，

その事由が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは，その債務の履行を拒むこと

ができるものとする。ただし，相手方が弁済の提供をし，又は相当の担保を供したと

きは，この限りでないものとする。 

ア 契約締結後に生じたものであるときは，それが契約締結の時に予見することがで

きなかったものであること 

イ 契約締結時に既に生じていたものであるときは，契約締結の時に正当な理由によ

り知ることができなかったものであること 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。また，再生手続又は更生手続

が開始された後は，このような権利を行使することができないものとするという

考え方がある。 

（債権者の危険負担） 

第五三四条① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、

その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき

は、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 

② 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した

時から、前項の規定を適用する。 

第 12 危険負担 

１ 危険負担に関する規定の削除（民法第５３４条ほか関係） 

民法第５３４条，第５３５条及び第５３６条第１項を削除するものとする。 

（注）民法第５３６条第１項を維持するという考え方がある。 
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〔⇒571条の後ろ〕 

（停止条件付双務契約における危険負担） 

第五三五条① 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間

に滅失した場合には、適用しない。 

② 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損

傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 

③ 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合に

おいて、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解

除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 

〔⇒534条〕 

（債務者の危険負担等） 

第五三六条① 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない

事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受け

る権利を有しない。 

② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、

債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れた

ことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 

〔1項関係⇒534条〕 

２ 債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合の解除権の制限（民法第５３６条

第２項関係） 

(1) 債務者がその債務を履行しない場合において，その不履行が契約の趣旨に照らし

て債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，債権者は，契約の解除を

することができないものとする。 

(2) 上記(1)により債権者が契約の解除をすることができない場合には，債務者は，履

行請求権の限界事由があることにより自己の債務を免れるときであっても，反対給

付の請求をすることができるものとする。この場合において，債務者は，自己の債

務を免れたことにより利益を得たときは，それを債権者に償還しなければならない

ものとする。 

（第三者のためにする契約） 

第五三七条① 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したと

きは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 

② 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利

益を享受する意思を表示した時に発生する。 

第 31 第三者のためにする契約 
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１ 第三者のためにする契約の成立等（民法第５３７条関係） 

民法第５３７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは，

その第三者（以下「受益者」という。）は，その当事者の一方（以下「諾約者」とい

う。）に対して直接にその給付を請求する権利を有するものとする。 

(2) 上記(1)の契約は，その締結時に受益者が胎児その他の現に存しない者である場合

であっても，効力を生ずるものとする。 

(3) 上記(1)の場合において，受益者の権利は，その受益者が諾約者に対して上記(1)

の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生するものとする。 

(4) 上記(1)の場合において，上記(1)の契約の相手方（以下「要約者」という。） 

は，諾約者に対し，受益者への債務の履行を請求することができるものとする。 

（第三者の権利の確定） 

第五三八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、

又は消滅させることができない。 

２ 要約者による解除権の行使（民法第５３８条関係） 

民法第５３８条の規律に付け加えて，諾約者が受益者に対する債務を履行しない場

合には，要約者は，受益者の承諾を得て，契約を解除することができるものとする。 

（債務者の抗弁） 

第五三九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の

利益を受ける第三者に対抗することができる。 

第三款 契約の解除 

（解除権の行使） 

第五四〇条① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解

除は、相手方に対する意思表示によってする。 

② 前項の意思表示は、撤回することができない。 

（履行遅滞等による解除権） 

第五四一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を

定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除を

することができる。 

第 11 契約の解除 

１ 債務不履行による契約の解除の要件（民法第５４１条ほか関係） 

民法第５４１条から第５４３条までの規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定め
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て履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約の解除をする

ことができるものとする。ただし，その期間が経過した時の不履行が契約をした目

的の達成を妨げるものでないときは，この限りでないものとする。 

(2) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において，その不履行が次に掲げるい

ずれかの要件に該当するときは，相手方は，上記(1)の催告をすることなく，契約の

解除をすることができるものとする。 

ア 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行

をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，当事者の一

方が履行をしないでその時期を経過したこと。 

イ その債務の全部につき，履行請求権の限界事由があること。 

ウ 上記ア又はイに掲げるもののほか，当事者の一方が上記(1)の催告を受けても契

約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白であること。 

(3) 当事者の一方が履行期の前にその債務の履行をする意思がない旨を表示したこと

その他の事由により，その当事者の一方が履行期に契約をした目的を達するのに足

りる履行をする見込みがないことが明白であるときも，上記(2)と同様とするものと

する。 

(注) 解除の原因となる債務不履行が「債務者の責めに帰することができない事由」（民

法第５４３条参照）による場合には，上記(1)から(3)までのいずれかに該当すると

きであっても，契約の解除をすることができないものとするという考え方がある。 

２ 複数契約の解除 

同一の当事者間で締結された複数の契約につき，それらの契約の内容が相互に密接

に関連付けられている場合において，そのうち一の契約に債務不履行による解除の原

因があり，これによって複数の契約をした目的が全体として達成できないときは，相

手方は，当該複数の契約の全てを解除することができるものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

（定期行為の履行遅滞による解除権） 

第五四二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が

履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直

ちにその契約の解除をすることができる。 

（履行不能による解除権） 

第五四三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をするこ

とができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由に

よるものであるときは、この限りでない。 

（解除権の不可分性） 
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第五四四条① 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその

全員に対してのみ、することができる。 

② 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者

についても消滅する。 

（解除の効果） 

第五四五条① 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を

原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 

② 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなけ

ればならない。 

③ 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 

３ 契約の解除の効果（民法第５４５条関係） 

民法第５４５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者の一方がその解除権を行使したときは，各当事者は，その契約に基づく債

務の履行を請求することができないものとする。 

(2) 上記(1)の場合には，各当事者は，その相手方を原状に復させる義務を負うものと

する。ただし，第三者の権利を害することはできないものとする。 

(3) 上記(2)の義務を負う場合において，金銭を返還するときは，その受領の時から利

息を付さなければならないものとする。 

(4) 上記(2)の義務を負う場合において，給付を受けた金銭以外のものを返還するとき

は，その給付を受けたもの及びそれから生じた果実を返還しなければならないもの

とする。この場合において，その給付を受けたもの及びそれから生じた果実を返還

することができないときは，その価額を償還しなければならないものとする。 

(5) 上記(4)により償還の義務を負う者が相手方の債務不履行により契約の解除をし

た者であるときは，給付を受けたものの価額の償還義務は，自己が当該契約に基づ

いて給付し若しくは給付すべきであった価額又は現に受けている利益の額のいずれ

か多い額を限度とするものとする。 

(6) 解除権の行使は，損害賠償の請求を妨げないものとする。 

（注）上記(5)について，「自己が当該契約に基づいて給付し若しくは給付すべきであ

った価値の額又は現に受けている利益の額のいずれか多い額」を限度とするので

はなく，「給付を受けた者が当該契約に基づいて給付し若しくは給付すべきであっ

た価値の額」を限度とするという考え方がある。 

（契約の解除と同時履行） 

第五四六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 

（催告による解除権の消滅） 

第五四七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する
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者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催

告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、

解除権は、消滅する。 

４ 解除権の消滅（民法第５４７条及び第５４８条関係） 

(1) 民法第５４７条の規定は，解除権を有する者の履行請求権につき履行請求権の限

界事由があり，かつ，履行に代わる損害賠償につき前記第 10，１(2)〔⇒415条〕の免

責事由があるときは，適用しないものとする。 

（注）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

（解除権者の行為等による解除権の消滅） 

第五四八条① 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著し

く損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によっ

てこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 

② 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷した

ときは、解除権は、消滅しない。 

４ 解除権の消滅（民法第５４７条及び第５４８条関係） 

(2) 民法第５４８条を削除するものとする。 

■第 32 事情変更の法理 

契約の締結後に，その契約において前提となっていた事情に変更が生じた場合にお

いて，その事情の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当するなど一定の要件を満た

すときは，当事者は，[契約の解除／契約の解除又は契約の改訂の請求]をすることが

できるものとするかどうかについて，引き続き検討する。 

ア その事情の変更が契約締結時に当事者が予見することができず，かつ，当事者の

責めに帰することのできない事由により生じたものであること。 

イ その事情の変更により，契約をした目的を達することができず，又は当初の契約

内容を維持することが当事者間の衡平を著しく害することとなること。 

■第 34 継続的契約 

１ 期間の定めのある契約の終了 

(1) 期間の定めのある契約は，その期間の満了によって終了するものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，当事者の一方が契約の更新を申し入れた場合において，当

該契約の趣旨，契約に定めた期間の長短，従前の更新の有無及びその経緯その他の

事情に照らし，当該契約を存続させることにつき正当な事由があると認められると

きは，当該契約は，従前と同一の条件で更新されたものとみなすものとする。ただ

し，その期間は，定めがないものとする。 

（注）これらのような規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 



14 
 

２ 期間の定めのない契約の終了 

(1) 期間の定めのない契約の当事者の一方は，相手方に対し，いつでも解約の申入れ

をすることができるものとする。 

(2) 上記(1)の解約の申入れがされたときは，当該契約は，解約の申入れの日から相当

な期間を経過することによって終了するものとする。この場合において，解約の申

入れに相当な予告期間が付されていたときは，当該契約は，その予告期間を経過す

ることによって終了するものとする。 

(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず，当事者の一方が解約の申入れをした場合において，

当該契約の趣旨，契約の締結から解約の申入れまでの期間の長短，予告期間の有無

その他の事情に照らし，当該契約を存続させることにつき正当な事由があると認め

られるときは，当該契約は，その解約の申入れによっては終了しないものとする。 

（注）これらのような規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

３ 解除の効力 

前記１(1)又は２(1)の契約を解除した場合には，その解除は，将来に向かってのみ

その効力を生ずるものとする。 

第二節 贈与 

（贈与） 

第五四九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 

第 36 贈与 

１ 贈与契約の意義（民法第５４９条関係） 

民法第５４９条の規律を次のように改めるものとする。 

贈与は，当事者の一方が財産権を無償で相手方に移転する意思を表示し，相手方が

受諾をすることによって，その効力を生ずるものとする。 

（書面によらない贈与の撤回） 

第五五〇条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の

終わった部分については、この限りでない。 

（贈与者の担保責任） 

第五五一条① 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その

責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなか

ったときは、この限りでない。 

② 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責

任を負う。 

２ 贈与者の責任（民法第５５１条関係） 
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民法第５５１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 贈与者は，次に掲げる事実について，その責任を負わないものとする。ただし，

贈与者がこれらの事実を知りながら受贈者に告げなかったときは，この限りでない

ものとする。 

ア 贈与によって引き渡すべき目的物が存在せず，又は引き渡した目的物が当該贈

与契約の趣旨に適合しないものであること。 

イ 贈与者が贈与によって移転すべき権利を有さず，又は贈与者が移転した権利に

当該贈与契約の趣旨に適合しない他人の権利による負担若しくは法令の制限があ

ること。 

(2) 他人の権利を贈与の内容とした場合（権利の一部が他人に属する場合を含む。）で

あっても，贈与者がその権利を取得した場合には，その権利を受贈者に移転する義

務を負うものとする。 

(3) 上記(1)に掲げる事実があることにより，受贈者が贈与契約をした目的を達するこ

とができないときは，受贈者は，贈与契約の解除をすることができるものとする。 

(4) 負担付贈与の受贈者は，贈与者が贈与契約によって引き渡すべき目的物又は移転

すべき権利に上記(1)に掲げる事実があることにより，受贈者の負担の価額がその受

け取った物又は権利の価額を超えるときは，受贈者は，その超える額に相当する負

担の履行を拒み，又は履行した負担の返還を請求することができるものとする。こ

の場合において，負担を返還することができないときは，負担の価額の償還を請求

することができるものとする。 

（注）上記(1)から(3)までについては，贈与者の履行義務並びにその不履行による損

害賠償及び契約の解除に関する規律をそれぞれ一般原則に委ねるという考え方が

ある。 

■３ 贈与契約の解除による返還義務の特則 

贈与契約が解除されたときは，受贈者は，解除の時に現に存していた利益の限度に

おいて，返還の義務を負うものとする。 

■４ 贈与者の困窮による贈与契約の解除 

贈与者が贈与契約の時に予見することのできなかった事情の変更が生じ，これによ

り贈与者の生活が著しく困窮したときは，贈与者は，贈与契約の解除をすることがで

きるものとする。ただし，履行の終わった部分については，この限りでないものとす

る。 

■５ 受贈者に著しい非行があった場合の贈与契約の解除 

(1) 贈与契約の後に，受贈者が贈与者に対して虐待をし，若しくは重大な侮辱を加え

たとき，又は受贈者にその他の著しい非行があったときは，贈与者は，贈与契約の

解除をすることができるものとする。 
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(2) 上記(1)の解除権は，贈与者の一身に専属するものとする。ただし，受贈者が上記

(1)に該当する行為により贈与者を死亡させたときは，この限りでないものとする。 

(3) 上記(1)の解除があったときは，受贈者は，上記(1)の解除の原因が生じた時に現

に存していた利益の限度で，返還の義務を負うものとする。 

(4) 上記(1)の解除権は，贈与の履行が終わった時から[１０年]を経過したときは，そ

の部分については行使できないものとする。 

（定期贈与） 

第五五二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効

力を失う。 

（負担付贈与） 

第五五三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限

り、双務契約に関する規定を準用する。 

（死因贈与） 

第五五四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限

り、遺贈に関する規定を準用する。 

第三節 売買 

第一款 総則 

（売買） 

第五五五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方

がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 

10 買主の義務 

買主は，売主に代金を支払う義務を負うほか，次に掲げる義務を負うものとする。 

ア 売買の目的物（当該売買契約の趣旨に適合するものに限る。）を受け取る義務 

イ 前記３(1)イ〔⇒第二款〕の対抗要件を具備させる義務の履行に必要な協力をする

義務 

（売買の一方の予約） 

第五五六条① 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売

買の効力を生ずる。 

② 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当

の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をするこ

とができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一

方の予約は、その効力を失う。 

第 35 売買 
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１ 売買の予約（民法第５５６条関係） 

民法第５５６条第１項の規律を改め，売買の予約とは，当事者の一方又は双方に対

して，予め定めた内容の売買契約を単独の意思表示によって成立させる権利を与える

旨の当事者間の合意をいうものとする。 

（手付） 

第五五七条① 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手す

るまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をするこ

とができる。 

② 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 

２ 手付（民法第５５７条関係） 

民法第５５７条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

買主が売主に手付を交付したときは，買主はその手付を放棄し，売主はその倍額を

現実に提供して，契約の解除をすることができるものとする。ただし，その相手方が

契約の履行に着手した後は，この限りでないものとする。 

（売買契約に関する費用） 

第五五八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 

（有償契約への準用） 

第五五九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償

契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

第二款 売買の効力 

■３ 売主の義務 

(1) 売主は，財産権を買主に移転する義務を負うほか，売買の内容に従い，次に掲げ

る義務を負うものとする。 

ア 買主に売買の目的物を引き渡す義務 

イ 買主に，登記，登録その他の売買の内容である権利の移転を第三者に対抗する

ための要件を具備させる義務 

(2) 売主が買主に引き渡すべき目的物は，種類，品質及び数量に関して，当該売買契

約の趣旨に適合するものでなければならないものとする。 

(3) 売主が買主に移転すべき権利は，当該売買契約の趣旨に適合しない他人の地上権，

抵当権その他の権利による負担又は当該売買契約の趣旨に適合しない法令の制限が

ないものでなければならないものとする。 

(4) 他人の権利を売買の内容としたとき（権利の一部が他人に属するときを含む。）は，

売主は，その権利を取得して買主に移転する義務を負うものとする。 
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（注）上記(2)については，民法第５７０条の「瑕疵」という文言を維持して表現する

という考え方がある。 

（他人の権利の売買における売主の義務） 

第五六〇条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に

移転する義務を負う。 

（他人の権利の売買における売主の担保責任） 

第五六一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転するこ

とができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契

約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求を

することができない。 

８ 権利移転義務の不履行に関する売主の責任等 

民法第５６１条から第５６７条まで（第５６５条を除く。）の規律を次のように改め

るものとする。 

(1) 売主が買主に売買の内容である権利の全部又は一部を移転せず，又は売主が移転

した権利に前記３(3)に違反する他人の権利による負担若しくは法令の制限がある

ときは，買主は，売主に対し，一般原則に従って，その履行を請求し，その不履行

による損害の賠償を請求し，又はその不履行による契約の解除をすることができる

ものとする。 

(2) 上記(1)の債務不履行がある場合（移転すべき権利の全部を移転しない場合を除

く。）において，買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし，売主がその期間内

に履行をしないときは，買主は，意思表示により，不履行の程度に応じて代金の減

額を請求することができるものとする。 

(3) 次に掲げる場合には，上記(2)の催告を要しないものとする。 

ア 履行を請求する権利につき，履行請求権の限界事由があるとき。 

イ 売主が履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由により，売主が履

行をする見込みがないことが明白であるとき。 

(4) 上記(2)の意思表示は，履行を請求する権利（履行に代わる損害の賠償を請求する

権利を含む。）及び契約の解除をする権利を放棄する旨の意思表示と同時にしなけれ

ば，その効力を生じないものとする。 

（注）上記(2)の規律は，抵当権等の金銭債務の担保を内容とする権利による負担があ

る場合については，適用しないものとするという考え方がある。 

（他人の権利の売買における善意の売主の解除権） 

第五六二条① 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らな

かった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主

は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。 
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② 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しない

ことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転すること

ができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。 

（権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任） 

第五六三条① 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買

主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の

減額を請求することができる。 

② 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったとき

は、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 

③ 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げな

い。 

第五六四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、

悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 

（数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任） 

第五六五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一

部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかっ

たときについて準用する。 

４ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合の売主の責任 

民法第５６５条及び第５７０条本文の規律（代金減額請求・期間制限に関するもの

を除く。）を次のように改めるものとする。 

(1) 引き渡された目的物が前記３(2)〔⇒560 条の前〕に違反して契約の趣旨に適合しな

いものであるときは，買主は，その内容に応じて，売主に対し，目的物の修補，不

足分の引渡し又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものと

する。ただし，その権利につき履行請求権の限界事由があるときは，この限りでな

いものとする。 

(2) 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないものである

ときは，買主は，売主に対し，債務不履行の一般原則に従って，その不履行による

損害の賠償を請求し，又はその不履行による契約の解除をすることができるものと

する。 

(3) 売主の提供する履行の追完の方法が買主の請求する方法と異なる場合には，売主

の提供する方法が契約の趣旨に適合し，かつ，買主に不相当な負担を課するもので

ないときに限り，履行の追完は，売主が提供する方法によるものとする。 

５ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の代金減額請求権 

前記４（民法第５６５条・第５７０条関係）に，次のような規律を付け加えるもの

とする。 

(1) 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないものである
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場合において，買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，売主がその期間

内に履行の追完をしないときは，買主は，意思表示により，その不適合の程度に応

じて代金の減額を請求することができるものとする。 

(2) 次に掲げる場合には，上記(1)の催告を要しないものとする。 

ア 履行の追完を請求する権利につき，履行請求権の限界事由があるとき。 

イ 売主が履行の追完をする意思がない旨を表示したことその他の事由により，売

主が履行の追完をする見込みがないことが明白であるとき。 

(3) 上記(1)の意思表示は，履行の追完を請求する権利（履行の追完に代わる損害の賠

償を請求する権利を含む。）及び契約の解除をする権利を放棄する旨の意思表示と同

時にしなければ，その効力を生じないものとする。 

６ 目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の権利の期間制限 

民法第５６５条及び第５７０条本文の規律のうち期間制限に関するものは，次のい

ずれかの案のように改めるものとする。 

【甲案】 引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないものであ

る場合の買主の権利につき，消滅時効の一般原則とは別の期間制限（民法第５６４

条，第５６６条第３項参照）を廃止するものとする。 

【乙案】 消滅時効の一般原則に加え，引き渡された目的物が前記３(2)に違反して契約

の趣旨に適合しないものであることを買主が知った時から［１年以内］にそれを売

主に通知しないときは，買主は，前記４又は５による権利を行使することができな

いものとする。ただし，売主が引渡しの時に目的物が前記３(2)に違反して契約の趣

旨に適合しないものであることを知り，又は重大な過失によって知らなかったとき

は，この限りでないものとする。 

７ 買主が事業者の場合における目的物検査義務及び適時通知義務 

(1) 買主が事業者であり，その事業の範囲内で売買契約をした場合において，買主は，

その売買契約に基づき目的物を受け取ったときは，遅滞なくその目的物の検査をし

なければならないものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，買主は，受け取った目的物が前記３(2)に違反して契約

の趣旨に適合しないものであることを知ったときは，相当な期間内にそれを売主に

通知しなければならないものとする。 

(3) 買主は，上記(2)の期間内に通知をしなかったときは，前記４又は５による権利を

行使することができないものとする。上記(1)の検査をしなかった場合において，検

査をすれば目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合しないことを知ること

ができた時から相当な期間内にそれを売主に通知しなかったときも，同様とするも

のとする。 

(4) 上記(3)は，売主が引渡しの時に目的物が前記３(2)に違反して契約の趣旨に適合

しないものであることを知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，適用
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しないものとする。 

（注１）これらのような規定を設けないという考え方がある。また，上記(3)について

のみ，規定を設けないという考え方がある。 

（注２）事業者の定義について，引き続き検討する必要がある。 

（地上権等がある場合等における売主の担保責任） 

第五六六条① 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である

場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することが

できないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の

解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 

② 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかっ

た場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 

③ 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時か

ら一年以内にしなければならない。 

（抵当権等がある場合における売主の担保責任） 

第五六七条① 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により

買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 

② 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還

を請求することができる。 

③ 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することがで

きる。 

（強制競売における担保責任） 

第五六八条① 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、

債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 

② 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた

債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 

③ 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかっ

たとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者

に対し、損害賠償の請求をすることができる。 

９ 競売における買受人の権利の特則（民法第５６８条及び第５７０条ただし書関係） 

民法第５６８条及び第５７０条ただし書の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売における買受人は，買い受けた目的

物又は権利について買受けの申出の時に知らなかった損傷，他人の権利による負担

その他の事情（以下「損傷等」という。）がある場合において，その損傷等により買

い受けた目的を達することができないときは，債務者に対し，契約の解除をし，又

はその損傷等の程度に応じて代金の減額を請求することができるものとする。ただ
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し，買受人が［重大な］過失によってその損傷等を知らなかったときは，この限り

でないものとする。 

(2) 上記(1)の場合において，債務者が無資力であるときは，買受人は，代金の配当を

受けた債権者に対し，その代金の全部又は一部の返還を請求することができるもの

とする。 

(3) 上記(1)又は(2)の場合において，債務者が目的物若しくは権利の不存在を知りな

がら申し出なかったとき，又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは，

買受人は，これらの者に対し，損害賠償の請求をすることができるものとする。 

(4) 買受人は，買い受けた目的物又は権利に損傷等があることを知った時から１年以

内にその損傷等を債務者又は配当を受領した債権者に通知しなければ，上記(1)から

(3)までの権利を失うものとする。ただし，買い受けた権利の全部が他人に属してい

たときは，この限りでないものとする。 

（注）競売における担保責任に関して，現状を維持するという考え方がある。 

また，上記(2)の規律は，上記(3)の要件を満たす債権者についてのみ適用する

という考え方がある。 

（債権の売主の担保責任） 

第五六九条① 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担

保したものと推定する。 

② 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期におけ

る資力を担保したものと推定する。 

（売主の瑕疵担保責任） 

第五七〇条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用す

る。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 

〔本文⇒565条。ただし書⇒568条〕 

（売主の担保責任と同時履行） 

第五七一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条

の場合について準用する。 

■14 目的物の滅失又は損傷に関する危険の移転 

(1) 売主が買主に目的物を引き渡したときは，買主は，その時以後に生じた目的物の

滅失又は損傷を理由とする前記４又は５の権利を有しないものとする。 

ただし，その滅失又は損傷が売主の債務不履行によって生じたときは，この限りで

ないものとする。 

(2) 売主が当該売買契約の趣旨に適合した目的物の引渡しを提供したにもかかわらず

買主がそれを受け取らなかった場合であって，その目的物が買主に引き渡すべきも
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のとして引き続き特定されているときは，引渡しの提供をした時以後に生じたその

目的物の滅失又は損傷についても，上記(1)と同様とする。 

（担保責任を負わない旨の特約） 

第五七二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の

特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定

し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 

（代金の支払期限） 

第五七三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同

一の期限を付したものと推定する。 

（代金の支払場所） 

第五七四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所

において支払わなければならない。 

11 代金の支払場所（民法第５７４条関係） 

民法第５７４条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは，その引渡しの場所にお

いて支払わなければならないものとする。 

(2) 上記(1)は，代金の支払前に目的物の引渡しがあったときは，適用しないものとす

る。 

（果実の帰属及び代金の利息の支払） 

第五七五条① まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、

売主に帰属する。 

② 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払につ

いて期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 

（権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶） 

第五七六条 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権

利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金

の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、

この限りでない。 

12 権利を失うおそれがある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７６条関係） 

民法第５７６条の規律を次のように改めるものとする。 

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により，買主がその

買い受けた権利の全部又は一部を取得することができないおそれがあるとき，又はこ

れを失うおそれがあるときは，買主は，その危険の程度に応じて，代金の全部又は一

部の支払を拒むことができるものとする。ただし，売主が相当の担保を供したときは，

この限りでないものとする。 
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（抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶） 

第五七七条① 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消

滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、

売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 

② 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合につい

て準用する。 

13 抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７７条関係） 

民法第５７７条の規律に付け加えて，先取特権，質権又は抵当権の負担を考慮して

代金の額が定められたときは，同条の規定は適用しないものとする。 

（売主による代金の供託の請求） 

第五七八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求すること

ができる。 

第三款 買戻し 

■15 買戻し（民法第５７９条ほか関係） 

買戻しに関する民法第５７９条から第５８５条までの規律を基本的に維持した上で，

次のように改めるものとする。 

(1) 民法第５７９条の規律に付け加えて，売主が返還すべき金額について当事者に別

段の合意がある場合には，それに従うものとする。 

(2) 民法第５８１条第１項を次のように改めるものとする。 

買戻しの特約を登記したときは，買戻しは，第三者に対しても，その効力を有す

るものとする。 

（買戻しの特約） 

第五七九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払っ

た代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、

当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺した

ものとみなす。 

（買戻しの期間） 

第五八〇条① 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間

を定めたときは、その期間は、十年とする。 

② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 

③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。 

（買戻しの特約の対抗力） 

第五八一条① 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対
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しても、その効力を生ずる。 

② 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗

することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。 

（買戻権の代位行使） 

第五八二条 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしよう

とするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の

価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお

残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。 

（買戻しの実行） 

第五八三条① 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しな

ければ、買戻しをすることができない。 

② 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規

定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売

主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 

（共有持分の買戻特約付売買） 

第五八四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、そ

の不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部

分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした

分割及び競売は、売主に対抗することができない。 

第五八五条① 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、

売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることが

できる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。 

② 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、

売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。 

第四節 交換 

第五八六条① 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約す

ることによって、その効力を生ずる。 

② 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合における

その金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。 

第五節 消費貸借 

（消費貸借） 

第五八七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をす

ることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 
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第 37 消費貸借 

１ 消費貸借の成立等（民法第５８７条関係） 

民法第５８７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及び数量の同じ物をもって返還をするこ

とを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって，その効力を生ずる

ものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，書面でする消費貸借は，当事者の一方が金銭その他の物を

引き渡すことを約し，相手方がその物を受け取った後にこれと種類，品質及び数量

の同じ物をもって返還をすることを約することによって，その効力を生ずるものと

する。 

(3) 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）によってされたときは，その消費貸借

は，書面によってされたものとみなすものとする。 

(4) 上記(2)又は(3)の消費貸借の借主は，貸主から金銭その他の物を受け取るまで，

その消費貸借の解除をすることができるものとする。この場合において，貸主に損

害が生じたときは，借主は，その損害を賠償しなければならないものとする。 

(5) 上記(2)又は(3)の消費貸借は，借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当

事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは，その効力を失うものとする。 

（注）上記(4)第２文については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方があ

る。 

（準消費貸借） 

第五八八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に

おいて、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、こ

れによって成立したものとみなす。 

３ 準消費貸借（民法第５８８条関係） 

民法第５８８条の規律を次のように改めるものとする。 

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において，当事者がその物を消

費貸借の目的とすることを約したときは，消費貸借は，これによって成立したものと

みなすものとする。 

（消費貸借の予約と破産手続の開始） 

第五八九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたと

きは、その効力を失う。 

２ 消費貸借の予約（民法第５８９条関係） 

民法第５８９条の規律を次のように改めるものとする。 
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(1) 消費貸借の予約は，書面でしなければ，その効力を生じないものとする。 

(2) 消費貸借の予約がその内容を記録した電磁的記録（前記１(3)〔⇒587 条〕参照）に

よってされたときは，その消費貸借の予約は，書面によってされたものとみなすも

のとする。 

(3) 消費貸借の予約は，その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは，

その効力を失うものとする。 

■４ 利息 

利息の定めがある場合には，借主は，貸主から金銭その他の物を受け取った日から

起算して利息を支払う義務を負うものとする。 

（貸主の担保責任） 

第五九〇条① 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、

瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の

請求を妨げない。 

② 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。

この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規

定を準用する。 

５ 貸主の担保責任（民法第５９０条関係） 

民法第５９０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 利息付きの消費貸借において，引き渡された目的物が当該消費貸借契約の趣旨に

適合していない場合における貸主の担保責任については，売主の担保責任に関する

規定を準用するものとする。 

(2) 無利息の消費貸借において，引き渡された目的物が当該消費貸借契約の趣旨に適

合していない場合における貸主の担保責任については，贈与者の担保責任に関する

規定を準用するものとする。 

(3) 利息の有無にかかわらず，借主は，当該消費貸借契約の趣旨に適合していない引

き渡された物の価額を返還することができるものとする。 

（返還の時期） 

第五九一条① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて

返還の催告をすることができる。 

② 借主は、いつでも返還をすることができる。 

６ 期限前弁済（民法第５９１条第２項，第１３６条第２項関係） 

民法第５９１条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者が返還の時期を定めなかったときは，借主は，いつでも返還をすることが

できるものとする。 
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(2) 当事者が返還の時期を定めた場合であっても，借主は，いつでも返還をすること

ができるものとする。この場合において，貸主に損害が生じたときは，借主は，そ

の損害を賠償しなければならないものとする。 

（価額の償還） 

第五九二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還を

することができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。

ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 

第六節 使用貸借 

（使用貸借） 

第五九三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすること

を約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 

第 39 使用貸借 

１ 使用貸借の成立等（民法第５９３条関係） 

民法第５９３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 使用貸借は，当事者の一方がある物を引き渡すことを約し，相手方が引渡しを受

けた物を無償で使用及び収益をした後に返還することを約することによって，その

効力を生ずるものとする。 

(2) 使用貸借の当事者は，借主が借用物を受け取るまでは，契約の解除をすることが

できるものとする。ただし，書面による使用貸借の貸主は，借主が借用物を受け取

る前であっても，契約の解除をすることができないものとする。 

（借主による使用及び収益） 

第五九四条① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物

の使用及び収益をしなければならない。 

② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることがで

きない。 

③ 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をす

ることができる。 

（借用物の費用の負担） 

第五九五条① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 

② 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 

（貸主の担保責任） 

第五九六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。 

（借用物の返還の時期） 
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第五九七条① 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 

② 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及

び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わ

る前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ち

に返還を請求することができる。 

③ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつ

でも返還を請求することができる。 

２ 使用貸借の終了（民法第５９７条関係） 

民法第５９７条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 当事者が返還の時期を定めたときは，使用貸借は，その時期が到来した時に終了

するものとする。 

(2) 当事者が返還の時期を定めず，使用及び収益の目的を定めたときは，使用貸借は，

借主がその目的に従い使用及び収益を終わった時に終了するものとする。 

(3) 当事者が返還の時期を定めず，使用及び収益の目的を定めた場合において，借主

がその目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは，貸主は，

契約の解除をすることができるものとする。 

(4) 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは，貸主は，

いつでも契約の解除をすることができるものとする。 

(5) 借主は，借用物を受け取った後であっても，いつでも契約の解除をすることがで

きるものとする。 

（借主による収去） 

第五九八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができ

る。 

３ 使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務（民法第５９８条関係） 

民法第５９８条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 借主は，借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において，使用

貸借が終了したときは，その附属させた物を収去する権利を有し，義務を負うもの

とする。ただし，借用物から分離することができない物又は借用物から分離するの

に過分の費用を要する物については，この限りでないものとする。 

(2) 借主は，借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において，使用貸

借が終了したときは，その損傷を原状に復する義務を負うものとする。この場合に

おいて，その損傷が契約の趣旨に照らして借主の責めに帰することができない事由

によって生じたものであるときは，借主は，その損傷を原状に復する義務を負わな

いものとする。 

（借主の死亡による使用貸借の終了） 
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第五九九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

第六〇〇条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出

した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。 

４ 損害賠償及び費用償還の請求権に関する期間制限（民法第６００条関係） 

民法第６００条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は，貸主が目的物の

返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，貸主が目的物の返還を受けた時から１年を

経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

(3) 借主が支出した費用の償還請求権に関する期間制限の部分を削除するものとする。 

第七節 賃貸借 

第一款 総則 

（賃貸借） 

第六〇一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約

し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生

ずる。 

■第 38 賃貸借 

１ 賃貸借の成立（民法第６０１条関係） 

民法第６０１条の規律を次のように改めるものとする。 

賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し，相

手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了した後

に返還することを約することによって，その効力を生ずるものとする。 

（短期賃貸借） 

第六〇二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借

をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超える

ことができない。 

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 

三 建物の賃貸借 三年 

四 動産の賃貸借 六箇月 

２ 短期賃貸借（民法第６０２条関係） 

民法第６０２条柱書の部分の規律を次のように改めるものとする。 

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には，同条各号に掲げる賃貸借は，そ
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れぞれ当該各号に定める期間を超えることができないものとする。契約でこれより長

い期間を定めたときであっても，その期間は，当該各号に定める期間とするものとす

る。 

（短期賃貸借の更新） 

第六〇三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土

地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、そ

の更新をしなければならない。 

（賃貸借の存続期間） 

第六〇四条① 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長

い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。 

② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二

十年を超えることができない。 

３ 賃貸借の存続期間（民法第６０４条関係） 

民法第６０４条を削除するものとする。 

（注）民法第６０４条を維持するという考え方がある。 

第二款 賃貸借の効力 

（不動産賃貸借の対抗力） 

第六〇五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権

を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 

４ 不動産賃貸借の対抗力，賃貸人たる地位の移転等（民法第６０５条関係） 

民法第６０５条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その不動産について物権を取得した

者その他の第三者に対抗することができるものとする。 

(2) 不動産の譲受人に対して上記(1)により賃貸借を対抗することができる場合には，

その賃貸人たる地位は，譲渡人から譲受人に移転するものとする。 

(3) 上記(2)の場合において，譲渡人及び譲受人が，賃貸人たる地位を譲渡人に留保し，

かつ，当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは，賃貸人たる

地位は，譲受人に移転しないものとする。この場合において，その後に譲受人と譲

渡人との間の賃貸借が終了したときは，譲渡人に留保された賃貸人たる地位は，譲

受人又はその承継人に移転するものとする。 

(4) 上記(2)又は(3)第２文による賃貸人たる地位の移転は，賃貸物である不動産につ

いて所有権移転の登記をしなければ，賃借人に対抗することができないものとする。 

(5) 上記(2)又は(3)第２文により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転した

ときは，後記７(2)の敷金の返還に係る債務及び民法第６０８条に規定する費用の償
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還に係る債務は，譲受人又はその承継人に移転するものとする。 

（注）上記(3)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方がある。 

５ 合意による賃貸人たる地位の移転 

不動産の譲受人に対して賃貸借を対抗することができない場合であっても，その賃

貸人たる地位は，譲渡人及び譲受人の合意により，賃借人の承諾を要しないで，譲渡

人から譲受人に移転させることができるものとする。この場合においては，前記４(4)

及び(5)を準用するものとする。 

６ 不動産の賃借人による妨害排除等請求権 

不動産の賃借人は，賃貸借の登記をした場合又は借地借家法その他の法律が定める

賃貸借の対抗要件を備えた場合において，次の各号に掲げるときは，当該各号に定め

る請求をすることができるものとする。 

(1) 不動産の占有を第三者が妨害しているとき 

当該第三者に対する妨害の停止の請求 

(2) 不動産を第三者が占有しているとき 

当該第三者に対する返還の請求 

■７ 敷金 

(1) 敷金とは，いかなる名義をもってするかを問わず，賃料債務その他の賃貸借契約

に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で，賃借人が賃

貸人に対して交付する金銭をいうものとする。 

(2) 敷金が交付されている場合において，賃貸借が終了し，かつ，賃貸人が賃貸物の

返還を受けたとき，又は賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは，賃貸人は，賃借

人に対し，敷金の返還をしなければならないものとする。この場合において，賃料

債務その他の賃貸借契約に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務がある

ときは，敷金は，当該債務の弁済に充当されるものとする。 

(3) 上記(2)第１文により敷金の返還債務が生ずる前においても，賃貸人は，賃借人が

賃料債務その他の賃貸借契約に基づいて生じた金銭債務の履行をしないときは，敷

金を当該債務の弁済に充当することができるものとする。この場合において，賃借

人は，敷金を当該債務の弁済に充当することができないものとする。 

（賃貸物の修繕等） 

第六〇六条① 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 

② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むこ

とができない。 

８ 賃貸物の修繕等（民法第６０６条第１項関係） 

民法第６０６条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うものとする。 
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(2) 賃借物が修繕を要する場合において，賃借人がその旨を賃貸人に通知し，又は賃

貸人がその旨を知ったにもかかわらず，賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしな

いときは，賃借人は，自ら賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる

ものとする。ただし，急迫の事情があるときは，賃借人は，直ちに賃借物の使用及

び収益に必要な修繕をすることができるものとする。 

（注）上記(2)については，「賃貸人が上記(1)の修繕義務を履行しないときは，賃借人は，

賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる」とのみ定めるという考え

方がある。 

（賃借人の意思に反する保存行為） 

第六〇七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、その

ために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の

解除をすることができる。 

（賃借人による費用の償還請求） 

第六〇八条① 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 

② 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、

第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、

賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 

（減収による賃料の減額請求） 

第六〇九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を

得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、

宅地の賃貸借については、この限りでない。 

９ 減収による賃料の減額請求等（民法第６０９条・第６１０条関係） 

民法第６０９条及び第６１０条を削除するものとする。 

（減収による解除） 

第六一〇条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上

賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 

〔⇒609条〕 

（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等） 

第六一一条① 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、そ

の滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 

② 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することが

できないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 

10 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等（民法第６１１条関係） 
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民法第６１１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃借物の一部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の一部の使用及び収益をす

ることができなくなった場合には，賃料は，その部分の割合に応じて減額されるも

のとする。この場合において，賃借物の一部の使用及び収益をすることができなく

なったことが契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰すべき事由によるものである

ときは，賃料は，減額されないものとする。 

(2) 上記(1)第２文の場合において，賃貸人は，自己の債務を免れたことによって利益

を得たときは，これを賃借人に償還しなければならないものとする。 

(3) 賃借物の一部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の一部の使用及び収益をす

ることができなくなった場合において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした

目的を達することができないときは，賃借人は，契約の解除をすることができるも

のとする。 

（注）上記(1)及び(2)については，民法第６１１条第１項の規律を維持するという考

え方がある。 

（賃借権の譲渡及び転貸の制限） 

第六一二条① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借

物を転貸することができない。 

② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸

人は、契約の解除をすることができる。 

（転貸の効果） 

第六一三条① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接

に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができ

ない。 

② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 

11 転貸の効果（民法第６１３条関係） 

民法第６１３条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，賃貸人は，転借人が転貸借契約に基づ

いて賃借物の使用及び収益をすることを妨げることができないものとする。 

(2) 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は，転貸借契約に基づく債務を

賃貸人に対して直接履行する義務を負うものとする。この場合において，直接履行

すべき債務の範囲は，賃貸人と賃借人（転貸人）との間の賃貸借契約に基づく債務

の範囲に限られるものとする。 

(3) 上記(2)の場合において，転借人は，転貸借契約に定めた時期の前に転貸人に対し

て賃料を支払ったとしても，上記(2)の賃貸人に対する義務を免れないものとする。 

(4) 上記(2)及び(3)は，賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない
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ものとする。 

(5) 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において，賃貸人及び賃借人が賃貸借契約

を合意により解除したときは，賃貸人は，転借人に対し，当該解除の効力を主張す

ることができないものとする。ただし，当該解除の時点において債務不履行を理由

とする解除の要件を満たしていたときは，この限りでないものとする。 

（注）上記(3)については，民法第６１３条第１項後段の文言を維持するという考え方

がある。 

（賃料の支払時期） 

第六一四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については

毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その

季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 

（賃借人の通知義務） 

第六一五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、

賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既に

これを知っているときは、この限りでない。 

（使用貸借の規定の準用） 

第六一六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、

賃貸借について準用する。 

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務（民法第６１６条，第５９８条関係） 

民法第６１６条（同法第５９８条の準用）の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 賃借人は，賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において，賃

貸借が終了したときは，その附属させた物を収去する権利を有し，義務を負うもの

とする。ただし，賃借物から分離することができない物又は賃借物から分離するの

に過分の費用を要する物については，この限りでないものとする。 

(2) 賃借人は，賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において，賃貸

借が終了したときは，その損傷を原状に復する義務を負うものとする。この場合に

おいて，その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰することができない事

由によって生じたものであるときは，賃借人は，その損傷を原状に復する義務を負

わないものとする。 

(3) 賃借人は，賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又

は価値の減少については，これを原状に復する義務を負わないものとする。 

第三款 賃貸借の終了 

（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ） 

第六一七条① 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約
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の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約

の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 

一 土地の賃貸借 一年 

二 建物の賃貸借 三箇月 

三 動産及び貸席の賃貸借 一日 

② 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、

解約の申入れをしなければならない。 

（期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保） 

第六一八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期

間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 

（賃貸借の更新の推定等） 

第六一九条① 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合

において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条

件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条

の規定により解約の申入れをすることができる。 

② 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了に

よって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。 

（賃貸借の解除の効力） 

第六二〇条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を

生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害

賠償の請求を妨げない。 

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

第六二一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 

14 損害賠償及び費用償還の請求権に関する期間制限（民法第６２１条，第６００条関

係） 

民法第６２１条（同法第６００条の準用）の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 契約の趣旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は，賃貸人が賃貸物

の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，賃貸人が賃貸物の返還を受けた時から１年

を経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

(3) 賃借人が支出した費用の償還請求権に関する期間制限の部分を削除するものとす

る。 

■12 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了 

賃借物の全部が滅失した場合その他の賃借人が賃借物の全部の使用及び収益をする

ことができなくなった場合には，賃貸借は，終了するものとする。 
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第六二二条 削除 

 

■15 賃貸借に類似する契約 

(1) ファイナンス・リース契約 

賃貸借の節に次のような規定を設けるものとする。 

ア 当事者の一方が相手方の指定する財産を取得してこれを相手方に引き渡すこと

並びに相手方による当該財産の使用及び収益を受忍することを約し，相手方がそ

の使用及び収益の対価としてではなく当該財産の取得費用等に相当する額の金銭

を支払うことを約する契約については，民法第６０６条第１項，第６０８条第１

項その他の当該契約の性質に反する規定を除き，賃貸借の規定を準用するものと

する。 

イ 上記アの当事者の一方は，相手方に対し，有償契約に準用される売主の担保責任

（前記第３５，４以下〔⇒565条〕参照）を負わないものとする。 

ウ 上記アの当事者の一方がその財産の取得先に対して売主の担保責任に基づく権

利を有するときは，上記アの相手方は，その当事者の一方に対する意思表示によ

り，当該権利（解除権及び代金減額請求権を除く。）を取得することができるもの

とする。 

(2) ライセンス契約 

賃貸借の節に次のような規定を設けるものとする。 

当事者の一方が自己の有する知的財産権（知的財産基本法第２条第２項参照）に

係る知的財産（同条第１項参照）を相手方が利用することを受忍することを約し，

相手方がこれに対してその利用料を支払うことを約する契約については，前記４(2)

から(5)まで（賃貸人たる地位の移転等）〔⇒605条〕その他の当該契約の性質に反する

規定を除き，賃貸借の規定を準用するものとする。 

（注）上記(1)及び(2)のそれぞれについて，賃貸借の節に規定を設けるのではなく新

たな典型契約とするという考え方，そもそも規定を設けないという考え方がある。 

第八節 雇用 

（雇用） 

第六二三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方

がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 

（報酬の支払時期） 

第六二四条① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求すること

ができない。 

② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 

第 42 雇用 
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１ 報酬に関する規律（労務の履行が中途で終了した場合の報酬請求権） 

(1) 労働者が労務を中途で履行することができなくなった場合には，労働者は，既に

した履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとする。 

(2) 労働者が労務を履行することができなくなった場合であっても，それが契約の趣

旨に照らして使用者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，労働者は，反

対給付を請求することができるものとする。この場合において，自己の債務を免れ

たことによって利益を得たときは，これを使用者に償還しなければならないものと

する。 

（注）上記(1)については，規定を設けないという考え方がある。 

（使用者の権利の譲渡の制限等） 

第六二五条① 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すこと

ができない。 

② 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させるこ

とができない。 

③ 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の

解除をすることができる。 

（期間の定めのある雇用の解除） 

第六二六条① 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身

の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をす

ることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十

年とする。 

② 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなけれ

ばならない。 

２ 期間の定めのある雇用の解除（民法第６２６条関係） 

民法第６２６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 期間の定めのある雇用において，５年を超える期間を定めたときは，当事者の一

方は，５年を経過した後，いつでも契約を解除することができるものとする。 

(2) 上記(1)により契約の解除をしようとするときは，２週間前にその予告をしなけれ

ばならないものとする。 

（期間の定めのない雇用の解約の申入れ） 

第六二七条① 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の

申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間

を経過することによって終了する。 

② 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることが

できる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 
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③ 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前

にしなければならない。 

３ 期間の定めのない雇用の解約の申入れ（民法第６２７条関係） 

民法第６２７条第２項及び第３項を削除するものとする。 

（やむを得ない事由による雇用の解除） 

第六二八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるとき

は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由

が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責

任を負う。 

（雇用の更新の推定等） 

第六二九条① 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合におい

て、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に

雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定に

より解約の申入れをすることができる。 

② 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によ

って消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 

（雇用の解除の効力） 

第六三〇条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。 

（使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ） 

第六三一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあると

きであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れを

することができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じ

た損害の賠償を請求することができない。（平成一六法七六本条改正） 

第九節 請負 

（請負） 

第六三二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事

の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 

（報酬の支払時期） 

第六三三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、

物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 

第 40 請負 

１ 仕事が完成しなかった場合の報酬請求権・費用償還請求権 

(1) 請負人が仕事を完成することができなくなった場合であっても，次のいずれかに

該当するときは，請負人は，既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用
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を請求することができるものとする。 

ア 既にした仕事の成果が可分であり，かつ，その給付を受けることについて注文

者が利益を有するとき 

イ 請負人が仕事を完成することができなくなったことが，請負人が仕事を完成す

るために必要な行為を注文者がしなかったことによるものであるとき 

(2) 解除権の行使は，上記(1)の報酬又は費用の請求を妨げないものとする。 

(3) 請負人が仕事を完成することができなくなった場合であっても，それが契約の趣

旨に照らして注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，請負人は，反

対給付の請求をすることができるものとする。この場合において，請負人は，自己

の債務を免れたことにより利益を得たときは，それを注文者に償還しなければなら

ないものとする。 

（注）上記(1)イについては，規定を設けないという考え方がある。 

（請負人の担保責任） 

第六三四条① 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間

を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合に

おいて、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 

② 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすること

ができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 

２ 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の責任 

(1) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の修補請求権の限界（民法第６３４

条第１項関係） 

民法第６３４条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合には，注文者は，請負人に対し，相

当の期間を定めて，その修補の請求をすることができるものとする。ただし，修補

請求権について履行請求権の限界事由があるときは，この限りでないものとする。 

第六三五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができ

ないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の

工作物については、この限りでない。 

(2) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しないことを理由とする解除（民法第６３５条

関係） 

民法第６３５条を削除するものとする。 

（請負人の担保責任に関する規定の不適用） 

第六三六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文

者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指



41 
 

図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

（請負人の担保責任の存続期間） 

第六三七条① 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕

事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 

② 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起

算する。 

(3) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の注文者の権利の期間制限（民法第

６３７条関係） 

民法第６３７条の規律を次のいずれかの案のように改めるものとする。 

【甲案】 民法第６３７条を削除する（消滅時効の一般原則に委ねる）ものとする。 

【乙案】 消滅時効の一般原則に加え，仕事の目的物が契約の趣旨に適合しないことを

注文者が知ったときから［１年以内］にその適合しないことを請負人に通知しな

いときは，注文者は，請負人に対し，その適合しないことに基づく権利を行使す

ることができないものとする。ただし，請負人が，引渡しの時に，仕事の目的物

が契約の趣旨に適合しないことを知り，又は重大な過失によって知らなかったと

きは，この限りでないものとする。 

（注）乙案について，引渡時（引渡しを要しない場合には仕事の終了時）から期間を

起算するという考え方がある。 

第六三八条① 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵につい

て、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れん

が造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年と

する。 

② 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は

損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。 

(4) 仕事の目的物である土地工作物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の責任の

存続期間（民法第６３８条関係） 

民法第６３８条を削除するものとする。 

（担保責任の存続期間の伸長） 

第六三九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時

効の期間内に限り、契約で伸長することができる。 

（担保責任を負わない旨の特約） 

第六四〇条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負

わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その

責任を免れることができない。 

(5) 仕事の目的物が契約の趣旨に適合しない場合の請負人の責任の免責特約（民法第
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６４０条関係） 

民法第６４０条の規律を改め，請負人は，仕事の目的物が契約の趣旨に適合しな

いことについての責任を負わない旨の特約をした場合であっても，目的物の引渡時

（引渡しを要しない場合には，仕事の終了時）に仕事の目的物が契約の趣旨に適合

しないことを知っていたときは，その責任を免れることができないものとする。 

（注文者による契約の解除） 

第六四一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の

解除をすることができる。 

（注文者についての破産手続の開始による解除） 

第六四二条① 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、

契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及

びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。 

② 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除

をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人

は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 

３ 注文者についての破産手続の開始による解除（民法第６４２条関係） 

民法第６４２条第１項前段の規律のうち請負人の解除権に関する部分を改め，注文

者が破産手続開始の決定を受けたときは，請負人が仕事を完成しない間は，請負人は

契約の解除をすることができるものとする。 

第十節 委任 

（委任） 

第六四三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこ

れを承諾することによって、その効力を生ずる。 

（受任者の注意義務） 

第六四四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処

理する義務を負う。 

第 41 委任 

１ 受任者の自己執行義務 

(1) 受任者は，委任者の許諾を得たとき，又はやむを得ない事由があるときでなけれ

ば，復受任者を選任することができないものとする。 

(2) 代理権の授与を伴う復委任において，復受任者は，委任者に対し，その権限の範

囲内において，受任者と同一の権利を有し，義務を負うものとする。 

（注）上記(1)については，「許諾を得たとき，又は復受任者を選任することが契約の

趣旨に照らして相当であると認められるとき」に復受任者を選任することができ
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るものとするという考え方がある。 

（受任者による報告） 

第六四五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報

告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 

（受任者による受取物の引渡し等） 

第六四六条① 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委

任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 

② 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならな

い。 

（受任者の金銭の消費についての責任） 

第六四七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額

を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。

この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 

２ 受任者の金銭の消費についての責任（民法第６４７条関係） 

民法第６４７条を削除するものとする。 

（注）民法第６４７条を維持するという考え方がある。 

（受任者の報酬） 

第六四八条① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができな

い。 

② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請

求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第

二項の規定を準用する。 

③ 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したとき

は、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 

４ 報酬に関する規律 

(1) 無償性の原則の見直し（民法第６４８条第１項関係） 

民法第６４８条第１項を削除するものとする。 

(2) 報酬の支払時期（民法第６４８条第２項関係） 

民法第６４８条第２項の規律に付け加えて，委任事務を処理したことによる成果

に対して報酬を支払うことを定めた場合には，目的物の引渡しを要するときは引渡

しと同時に，引渡しを要しないときは成果が完成した後に，これを請求することが

できるものとする。 

(3) 委任事務の全部又は一部を処理することができなくなった場合の報酬請求権（民

法第６４８条第３項関係） 

ア 民法第６４８条第３項の規律を改め，委任事務の一部を処理することができな



44 
 

くなったときは，受任者は，既にした履行の割合に応じて報酬を請求することが

できるものとする。ただし，委任事務を処理したことによる成果に対して報酬を

支払うことを定めた場合は，次のいずれかに該当するときに限り，既にした履行

の割合に応じて報酬を請求することができるものとする。 

(ｱ) 既にした委任事務の処理の成果が可分であり，かつ，その給付を受けること

について委任者が利益を有するとき 

(ｲ) 受任者が委任事務の一部を処理することができなくなったことが，受任者が

成果を完成するために必要な行為を委任者がしなかったことによるものである

とき 

イ 受任者が委任事務の全部又は一部を処理することができなくなった場合であっ

ても，それが契約の趣旨に照らして委任者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは，受任者は，反対給付の請求をすることができるものとする。この場合

において，受任者は，自己の債務を免れたことにより利益を得たときは，それを

委任者に償還しなければならない。 

（注）上記ア(ｲ)については，規定を設けないという考え方がある。 

（受任者による費用の前払請求） 

第六四九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求

により、その前払をしなければならない。 

（受任者による費用等の償還請求等） 

第六五〇条① 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき

は、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求すること

ができる。 

② 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者

に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合におい

て、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができ

る。 

③ 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対

し、その賠償を請求することができる。 

３ 受任者が受けた損害の賠償義務（民法第６５０条第３項関係） 

民法第６５０条第３項の規律に付け加えて，委任事務が専門的な知識又は技能を要

するものである場合において，その専門的な知識又は技能を有する者であればその委

任事務の処理に伴ってその損害が生ずるおそれがあることを知り得たときは，同項を

適用しないものとする。 

（注）民法第６５０条第３項の現状を維持するという考え方がある。 

（委任の解除） 



45 
 

第六五一条① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 

② 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、

相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、

この限りでない。 

５ 委任の終了に関する規定 

(1) 委任契約の任意解除権（民法第６５１条関係） 

民法第６５１条の規律を維持した上で，次のように付け加えるものとする。 

委任が受任者の利益をも目的とするものである場合（その利益が専ら報酬を得る

ことによるものである場合を除く。）において，委任者が同条第１項による委任の解

除をしたときは，委任者は，受任者の損害を賠償しなければならないものとする。

ただし，やむを得ない事由があったときはこの限りでないものとする。 

（委任の解除の効力） 

第六五二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 

（委任の終了事由） 

第六五三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 

一 委任者又は受任者の死亡 

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 

(2) 破産手続開始による委任の終了（民法第６５３条第２号関係） 

民法第６５３条第２号の規律を次のように改めるものとする。 

ア 有償の委任において，委任者が破産手続開始の決定を受けたときは，受任者又

は破産管財人は，委任の解除をすることができるものとする。この場合において，

受任者は，既にした履行の割合に応じた報酬について，破産財団の配当に加入す

ることができるものとする。 

イ 受任者が破産手続開始の決定を受けたときは，委任者又は有償の委任における

破産管財人は，委任の解除をすることができるものとする。 

ウ 上記ア又はイの場合には，契約の解除によって生じた損害の賠償は，破産管財

人が契約の解除をした場合における相手方に限り，請求することができるものと

する。この場合において，相手方は，その損害賠償について，破産財団の配当に

加入するものとする。 

（注）民法第６５３条第２号の規律を維持するという考え方がある。また，同号の

規律を基本的に維持した上で，委任者が破産手続開始の決定を受けた場合に終

了するのは，委任者の財産の管理及び処分を目的とする部分に限るという考え

方がある。 

（委任の終了後の処分） 
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第六五四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相

続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処

理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 

（委任の終了の対抗要件） 

第六五五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っ

ていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 

（準委任） 

第六五六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 

６ 準委任（民法第６５６条関係） 

(1) 民法第６５６条の規律を維持した上で，次のように付け加えるものとする。 

法律行為でない事務の委託であって，［受任者の選択に当たって，知識，経験，技

能その他の当該受任者の属性が主要な考慮要素になっていると認められるもの以外

のもの］については，前記１（自己執行義務）〔⇒644 条〕，民法第６５１条，第６５

３条（委任者が破産手続開始の決定を受けた場合に関する部分を除く。）を準用しな

いものとする。 

(2) 上記(1)の準委任の終了について，次の規定を設けるものとする。 

ア 当事者が準委任の期間を定めなかったときは，各当事者は，いつでも解約の申

入れをすることができる。この場合において，準委任契約は，解約の申入れの日

から［２週間］を経過することによって終了する。 

イ 当事者が準委任の期間を定めた場合であっても，やむを得ない事由があるとき

は，各当事者は，直ちに契約の解除をすることができる。この場合において，そ

の事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは，相手方に対して

損害賠償の責任を負う。 

ウ 無償の準委任においては，受任者は，いつでも契約の解除をすることができる。 

（注）民法第６５６条の現状を維持するという考え方がある。 

第十一節 寄託 

（寄託） 

第六五七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受

け取ることによって、その効力を生ずる。 

第 43 寄託 

１ 寄託契約の成立等 

(1) 寄託契約の成立（民法第６５７条関係） 

民法第６５７条の規律を次のように改めるものとする。 

ア 寄託は，当事者の一方が相手方のためにある物を保管することとともに，保管

した物を相手方に返還することを約し，相手方がこれを承諾することによって，
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その効力を生ずるものとする。 

イ 有償の寄託の寄託者は，受寄者が寄託物を受け取るまでは，契約の解除をする

ことができるものとする。この場合において，受寄者に損害が生じたときは，寄

託者は，その損害を賠償しなければならないものとする。 

ウ 無償の寄託の当事者は，受寄者が寄託物を受け取るまでは，契約の解除をする

ことができるものとする。ただし，書面による無償の寄託の受寄者は，受寄者が

寄託物を受け取る前であっても，契約の解除をすることができないものとする。 

エ 有償の寄託又は書面による無償の寄託の受寄者は，寄託物を受け取るべき時を

経過したにもかかわらず，寄託者が寄託物を引き渡さない場合において，受寄者

が相当の期間を定めて寄託物の引渡しを催告し，その期間内に引渡しがないとき

は，受寄者は，契約の解除をすることができるものとする。 

（注）上記エについては，規定を設けないという考え方がある。 

(2) 寄託者の破産手続開始の決定による解除 

有償の寄託の受寄者が寄託物を受け取る前に寄託者が破産手続開始の決定を受け

たときは，受寄者又は破産管財人は，契約の解除をすることができるものとする。

この場合において，契約の解除によって生じた損害の賠償は，破産管財人が契約の

解除をしたときにおける受寄者に限り，請求することができ，受寄者は，その損害

賠償について，破産財団の配当に加入するものとする。 

（寄託物の使用及び第三者による保管） 

第六五八条① 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこ

れを保管させることができない。 

② 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることが

できる場合について準用する。 

２ 受寄者の自己執行義務（民法第６５８条関係） 

(1) 民法第６５８条第１項の規律を次のように改めるものとする。 

ア 受寄者は，寄託者の承諾を得なければ，寄託物を使用することができないもの

とする。 

イ 受寄者は，寄託者の承諾を得たとき，又はやむを得ない事由があるときでなけ

れば，寄託物を第三者に保管させることができないものとする。 

(2) 民法第６５８条第２項の規律を次のように改めるものとする。 

再受寄者は，寄託者に対し，その権限の範囲内において，受寄者と同一の権利を

有し，義務を負うものとする。 

（注）上記(1)イについては，「寄託者の承諾を得たとき，又は再受寄者を選任するこ

とが契約の趣旨に照らして相当であると認められるとき」でなければ，寄託物を

第三者に保管させることができないものとするという考え方がある。 
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（無償受寄者の注意義務） 

第六五九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、

寄託物を保管する義務を負う。 

３ 受寄者の保管に関する注意義務（民法第６５９条関係） 

民法第６５９条の規律に付け加えて，有償で寄託を受けた者は，善良な管理者の注

意をもって，寄託物を保管する義務を負うものとする。 

■７ 寄託物の損傷又は一部滅失の場合における寄託者の損害賠償請求権の短期期間制

限 

(1) 返還された寄託物に損傷又は一部滅失があった場合の損害の賠償は，寄託者が寄

託物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の損害賠償請求権については，寄託者が寄託物の返還を受けた時から１年

を経過するまでの間は，消滅時効は，完成しないものとする。 

（受寄者の通知義務） 

第六六〇条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は

差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者

に通知しなければならない。 

４ 寄託物についての第三者の権利主張（民法第６６０条関係） 

民法第６６０条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し，又は差押

え，仮差押え若しくは仮処分をしたときは，受寄者は，遅滞なくその事実を寄託者

に通知しなければならないものとする。ただし，寄託者が既にこれを知っていると

きは，この限りでないものとする。 

(2) 受寄者は，寄託物について権利を主張する第三者に対して，寄託者が主張するこ

とのできる権利を援用することができるものとする。 

(3) 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても，受寄者は，寄託者の指

図がない限り，寄託者に対し寄託物を返還しなければならないものとする。ただし，

受寄者が上記(1)の通知をし，又はその通知を要しない場合において，その第三者が

受寄者に対して寄託物の引渡しを強制することができるときは，その第三者に寄託

物を引き渡すことによって，寄託物を寄託者に返還することができないことについ

ての責任を負わないものとする。 

(4) 受寄者は，上記(3)により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合に

は，寄託物について権利を主張する第三者に対し，寄託物の引渡しを拒絶したこと

による責任を負わないものとする。 

（注）上記(3)及び(4)については，規定を設けない（解釈に委ねる）という考え方が

ある。 
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（寄託者による損害賠償） 

第六六一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなけ

ればならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、

又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 

５ 寄託者の損害賠償責任（民法第６６１条関係） 

民法第６６１条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 寄託者は，寄託物の性質又は状態に起因して生じた損害を受寄者に賠償しなけれ

ばならないものとする。 

(2) 上記(1)にかかわらず，次のいずれかに該当する場合には，寄託者は，上記(1)の

損害を賠償する責任を負わないものとする。 

ア 受寄者が有償で寄託を受けた場合において，寄託者が過失なく上記(1)の性質又

は状態を知らなかったとき。 

イ 受寄者が上記(1)の性質又は状態を知っていたとき。 

（注）上記(2)アに代えて，寄託物の保管が専門的な知識又は技能を要するものである

場合において，その専門的な知識又は技能を有する受寄者であればその寄託物の

保管に伴ってその損害が生ずるおそれがあることを知り得たときとするという考

え方がある。 

（寄託者による返還請求） 

第六六二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでも

その返還を請求することができる。 

８ 寄託者による返還請求（民法第６６２条関係） 

民法第６６２条の規律に付け加えて，有償の寄託について，同条による返還の請求

によって受寄者に損害が生じたときは，寄託者は，その損害を賠償しなければならな

いものとする。 

（寄託物の返還の時期） 

第六六三条① 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも

その返還をすることができる。 

② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限

前に返還をすることができない。 

９ 寄託物の受取後における寄託者の破産手続開始の決定 

(1) 有償の寄託において，寄託者が破産手続開始の決定を受けた場合には，返還時期

の定めがあるときであっても，受寄者は寄託物を返還することができ，破産管財人

は寄託物の返還を請求することができるものとする。この場合において，受寄者は，

既にした履行の割合に応じた報酬について，破産財団の配当に加入することができ

るものとする。 
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(2) 上記(1)により破産管財人が返還時期より前に返還請求をした場合には，受寄者は，

これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 

この場合において，受寄者は，その損害賠償について，破産財団の配当に加入す

るものとする。 

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。 

（寄託物の返還の場所） 

第六六四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受

寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で

返還をすることができる。 

（委任の規定の準用） 

第六六五条 第六百四十六条から第六百五十条まで（同条第三項を除く。）の規定は、寄託

について準用する。 

６ 報酬に関する規律（民法第６６５条関係） 

受寄者の報酬に関して，民法第６６５条の規律を維持し，受任者の報酬に関する規

律（前記第４１，４〔⇒648条〕）を準用するものとする。 

 

■10 混合寄託 

(1) 複数の寄託者からの種類及び品質が同一である寄託物（金銭を除く。）がある場合

において，これらを混合して保管するためには，受寄者は，全ての寄託者の承諾を

得なければならないものとする。 

(2) 上記(1)に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは，

各寄託者は，その寄託した物の数量の割合に応じた物の返還を請求することができ

るものとする。 

（消費寄託） 

第六六六条① 第五節（消費貸借）の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費すること

ができる場合について準用する。 

② 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還

の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 

11 消費寄託（民法第６６６条関係） 

民法第６６６条の規律を次のように改めるものとする。 

(1) 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には，受寄者は，寄託さ

れた物と種類，品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならないものとする。 

(2) 上記(1)の契約については，消費貸借に関する民法第５８８条（前記第３７，３〔⇒

588条〕），第５９０条（前記第３７，５〔⇒590条〕）及び第５９２条と，寄託に関する

前記１〔⇒657 条〕，民法第６６２条（前記８〔⇒662 条〕），第６６３条及び前記９〔⇒
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663条〕を準用するものとする。 

（注）上記(2)のうち，寄託物の返還に関する民法第６６２条，第６６３条及び前記９

を準用する部分については，現状を維持する（基本的に消費貸借の規定を準用す

る）という考え方がある。 

第十二節 組合 

（組合契約） 

第六六七条① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することに

よって、その効力を生ずる。 

② 出資は、労務をその目的とすることができる。 

第 44 組合 

１ 組合契約の無効又は取消し 

組合契約に関し，組合員の一部について意思表示又は法律行為に無効又は取消しの

原因があっても，他の組合員の間における当該組合契約の効力は，妨げられないもの

とする。 

２ 他の組合員が出資債務を履行しない場合 

(1) 組合員は，他の組合員が出資債務の履行をしないことを理由として，自己の出資

債務の履行を拒むことができないものとする。 

(2) 組合員は，他の組合員が出資債務の履行をしない場合であっても，組合契約の解

除をすることができないものとする。 

（組合財産の共有） 

第六六八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 

３ 組合の財産関係（民法第６６８条ほか関係） 

(1) 組合の財産関係について，民法第６６８条，第６７４条，第６７６条及び第６７

７条の規律を維持した上で，次のような規律を付け加えるものとする。 

ア 組合員の債権者は，組合財産に属する財産に対し，その権利を行使することが

できないものとする。 

イ 組合員は，組合財産に属する債権について，自己の持分に応じて分割して行使

することができないものとする。 

ウ 組合の債権者は，組合財産に属する財産に対し，その権利を行使することがで

きるものとする。 

（注）上記(1)アについては，このような規定を設けるべきではない（解釈に委ねる）

という考え方がある。 

（金銭出資の不履行の責任） 
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第六六九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠っ

たときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 

（業務の執行の方法） 

第六七〇条① 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 

② 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者（次項において「業務執行者」と

いう。）が数人あるときは、その過半数で決する。 

③ 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行う

ことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、

この限りでない。 

４ 組合の業務執行（民法第６７０条関係） 

民法第６７０条の規律を次のように改める。 

(1) 組合の業務は，組合員の過半数をもって決定し，各組合員がこれを執行するもの

とする。 

(2) 組合の業務執行は，組合契約の定めるところにより，一人又は数人の組合員又は

第三者に委任することができるものとする。 

(3) 上記(2)の委任を受けた者（業務執行者）は，組合の業務を決定し，これを執行す

るものとする。業務執行者が二人以上ある場合には，組合の業務は，業務執行者の

過半数をもって決定し，各業務執行者がこれを執行するものとする。 

(4) 業務執行者を置いている場合であっても，総組合員によって組合の業務を執行す

ることは妨げられないものとする。 

(5) 上記(1)から(4)までにかかわらず，組合の常務は，各組合員又は各業務執行者が

単独で決定し，これを執行することができるものとする。ただし，その完了前に他

の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは，この限りではないものとする。 

５ 組合代理 

(1) 各組合員が他の組合員を代理して組合の業務を執行するには，組合員の過半数を

もってした決定による代理権の授与を要するものとする。ただし，組合の常務に関

しては，各組合員は，当然に他の組合員を代理してこれを行う権限を有するものと

する。 

(2) 業務執行者を定めた場合には，組合員を代理する権限は，業務執行者のみが有す

るものとする。 

(3) 業務執行者が二人以上ある場合に，各業務執行者が組合員を代理して組合の業務

を執行するには，業務執行者の過半数をもってした決定による代理権の授与を要す

るものとする。ただし，組合の常務に関しては，各業務執行者は，当然に組合員を

代理してこれを行う権限を有するものとする。 

（委任の規定の準用） 
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第六七一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合

員について準用する。 

（業務執行組合員の辞任及び解任） 

第六七二条① 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組

合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 

② 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任する

ことができる。 

（組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査） 

第六七三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業

務及び組合財産の状況を検査することができる。 

（組合員の損益分配の割合） 

第六七四条① 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の

出資の価額に応じて定める。 

② 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に

共通であるものと推定する。 

〔⇒668条〕 

（組合員に対する組合の債権者の権利の行使） 

第六七五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなか

ったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 

３ 組合の財産関係（民法第６６８条ほか関係） 

(2) 民法第６７５条の規律を改め，組合の債権者は，各組合員に対しても，等しい割

合でその権利を行使することができるものとする。ただし，組合の債権者がその債

権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知っていたときは，その割合によっての

みその権利を行使することができるものとする。 

６ 組合員の加入 

(1) 組合の成立後であっても， 組合員は，その全員の同意をもって，又は組合契約の

定めるところにより，新たに組合員を加入させることができるものとする。 

(2) 上記(1)により組合の成立後に加入した組合員は，その加入前に生じた組合債務に

ついては，これを履行する責任を負わないものとする。 

（組合員の持分の処分及び組合財産の分割） 

第六七六条① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもっ

て組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 

② 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 

〔⇒668条〕 
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（組合の債務者による相殺の禁止） 

第六七七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな

い。 

〔⇒668条〕 

（組合員の脱退） 

第六七八条① 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の

間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができ

ない。 

② 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるとき

は、脱退することができる。 

７ 組合員の脱退（民法第６７８条から第６８１条まで関係） 

組合員の脱退について，民法第６７８条から第６８１条までの規律を基本的に維持

した上で，次のように改めるものとする。 

(1) 民法第６７８条に付け加えて，やむを得ない事由があっても組合員が脱退するこ

とができないことを内容とする合意は，無効とするものとする。 

(2) 脱退した組合員は，脱退前に生じた組合債務については，これを履行する責任を

負うものとする。この場合において，脱退した組合員は，他の組合員に対し，この

債務からの免責を得させること，又は相当な担保を供することを求めることができ

るものとする。 

第六七九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 

一 死亡 

二 破産手続開始の決定を受けたこと。 

三 後見開始の審判を受けたこと。 

四 除名 

（組合員の除名） 

第六八〇条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって

することができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもって

その組合員に対抗することができない。 

（脱退した組合員の持分の払戻し） 

第六八一条① 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産

の状況に従ってしなければならない。 

② 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 

③ 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができ

る。 
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（組合の解散事由） 

第六八二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 

８ 組合の解散事由（民法第６８２条関係） 

民法第６８２条の規律を改め，組合は，次に掲げる事由によって解散するものとす

る。 

(1) 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 

(2) 組合契約で定められた存続期間の満了 

(3) 組合契約で定められた解散事由の発生 

(4) 総組合員による解散の合意 

（組合の解散の請求） 

第六八三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することが

できる。 

（組合契約の解除の効力） 

第六八四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。 

（組合の清算及び清算人の選任） 

第六八五条① 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した

清算人がこれをする。 

② 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 

９ 組合の清算 

組合の清算について，民法第６８５条から第６８８条までの規律を基本的に維持し

た上で，同法第６８６条に付け加えて，清算人は，清算事務の範囲内で各組合員を代

理する権限を有するものとする。 

（清算人の業務の執行の方法） 

第六八六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 

（組合員である清算人の辞任及び解任） 

第六八七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合

について準用する。 

（清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法） 

第六八八条① 清算人の職務は、次のとおりとする。 

一 現務の結了 

二 債権の取立て及び債務の弁済 

三 残余財産の引渡し 

② 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 

③ 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。 

第十三節 終身定期金 
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第 45 終身定期金 

終身定期金契約に関する民法第６８９条から第６９４条までの規律を基本的に維持

した上で，同法第６９１条第１項前段の規律を改め，終身定期金債務者が終身定期金

の元本を受領した場合において，その終身定期金の給付を怠り，又はその他の義務を

履行しないときは，終身定期金債権者は，債務不履行の一般原則に従い契約を解除し

て，元本の返還を請求することができるものとする。 

（注）終身定期金契約を典型契約から削除するという考え方がある。 

（終身定期金契約） 

第六八九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至る

まで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、

その効力を生ずる。 

（終身定期金の計算） 

第六九〇条 終身定期金は、日割りで計算する。 

（終身定期金契約の解除） 

第六九一条① 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身

定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を

請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中

からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 

② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 

（終身定期金契約の解除と同時履行） 

第六九二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 

（終身定期金債権の存続の宣告） 

第六九三条① 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定す

る死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終

身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 

② 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。 

（終身定期金の遺贈） 

第六九四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 

第十四節 和解 

（和解） 

第六九五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約す

ることによって、その効力を生ずる。 

（和解の効力） 

第六九六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
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又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来

その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られ

たときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものと

する。 

第 46 和解 

和解によって争いをやめることを約した場合において，当事者は，その争いの対象

である権利の存否又は内容に関する事項のうち当事者間で争われていたものについて

錯誤があったときであっても，民法第９５条に基づく錯誤の主張をすることはできな

いものとする。 

（注）このような規定を設けないという考え方がある。 

 


